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Ｉ 都市計画のしくみ 

１ 都市計画の役割 

  都市計画の基本理念は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることを目的として、都市の機能を高め、

環境の保全を行おうとするものである。都市計画の主たる役割として、具体的に次の 3 点があげられる。 

 ⑴都市計画を策定することにより、都市地域における広域的、総合的な土地利用計画を確立すること 

 ⑵規制と誘導を通じて、計画的な土地利用を図ること 

 ⑶都市施設用地を確保するとともに、都市計画事業の円滑な推進を図ること 

 

２ 都市計画の種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防火施設
防水施設 防雪施設

（準）…

都
市
施
設

市
街
地
開
発
事
業

都
市
計
画

(第11条)

防砂施設

一団地の官公庁施設

流通業務団地

一団地の津波防災拠点市街地形成施設

電気通信事業の用に供する施設 防風施設

一団地の住宅施設

病院 保育所 その他の医療施設又は社会福祉施設

学校 図書館 研究施設 その他の教育文化施設

新住宅市街地開発事業

土
地
利
用

流通業務団地の予定区域

市街地
開発事業
（第12条）

市街地
開発事業等

予定区域
（第12条の2）

工業団地造成事業の予定区域

新都市基盤整備事業の予定区域

市街地再開発事業

新都市基盤整備事業

住宅街区整備事業

防災街区整備事業

新住宅市街地開発事業の予定区域

防潮施設

土地区画整理事業

工業団地造成事業

道路

公園

都市高速鉄道

緑地

駐車場 その他の交通施設

市場 と畜場 火葬場

ごみ焼却場 その他の供給施設又は処理施設

河川 運河 その他の水路

自動車ターミナル

水道 電気供給施設又は処理施設 ガス供給施設 下水道

墓園 その他の公共空地

第二種低層住居専用地域

集落地区計画

沿道地区計画

第一種歴史的風土保存地区、第二種歴史的風土保存地区

緑地保全地域(準)、特別緑地保全地区、緑化地域

流通業務地区

生産緑地地区

汚物処理場

特定用途制限地域 (準)

伝統的建造物群保存地区

防火地域

景観地区

風致地区

高層住居誘導地区

高度地区

特定街区

都市再生特別地区

工業専用地域

駐車場整備地区

臨港地区

歴史的風土特別保存地区

(準)

(準)

特定用途誘導地区居住調整地域

準防火地域

高度利用地区

(準)

田園住居地域

第二種中高層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域

防災街区整備地区計画

（第10条の4）

住宅街区整備促進地域

被災市街地復興推進地域

遊休土地転換利用促進地区

航空機騒音障害防止地区、航空機騒音障害防止特別地区

市街地再開発促進地域

土地区画整理促進地域

歴史的風致維持向上計画

用途地域

市街化区域

特別用途地区

準工業地域

工業地域

商業地域

第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

(準)

市街化調整区域

第一種低層住居専用地域

（第7条）
区域区分

一団地の官公庁施設の予定区域

区域の面積が20ha以上の一団地の住宅施設の予定区域

高岡市において決定されているもの

準都市計画区域において決定する

ことができる地域地区

(準)

(準)

特例容積率適用地区

…

地区計画等
（第12条の4）

地区計画

地域地区
（第8条）

促進地域
（第10条の２）

（第10条の3）

広場
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法18条①

(注1)

法23条

法17条②

法17条①
都
市
計
画
の
案
の
作
成

法16条
要旨　

法18条②

法18条①

告

示

・

縦

覧

都
市
計
画
の
決
定

法20条法18条

他
の
行
政
機
関
等

と

の

調

整

等

必
要
な
場
合
に
は

国
土
交
通
大
臣
の

都
道
府
県
都
市
計
画

審

議

会

同

意

意

見

書

の

提

出

（
縦
覧
期
間
中
）

公
聴
会
の
開
催
等

に
よ
る
住
民
意
見

の
反
映
（
任
意
）

都
市
計
画
の
案
の
公
告

・
縦
覧

（
２
週
間
）

(注2)

市町村の意見聴取

法18条③

３ 都市計画の手続き 

 (1) 都道府県が定める都市計画決定等の手続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 市町村が定める都市計画決定等の手続 

 

 

 

 

名称のみの変更の場合には手続きを 

要しない。 

国土交通大臣の同意については、名称 

のみの変更又は位置、区域、面積、構 

造等の軽易な変更については手続を 

要しない。 

(注 1) 

 

(注 2) 

 

 

 

名称のみの変更の場合には手続きを 

要しない。 

地区計画等に関する都市計画におい 

ては、知事との協議事項は、位置及 

び区域等、都市計画法施行令第 13 

条に掲げる事項に限定。 

(注 1) 

 

(注 2) 

 

 

 

(注2)

(注1)

法17条②

（
準
都
市
計
画
区
域

協
議

画
に
あ
っ
て
は
意
見

法19条③(⑤)

法16条

の
反
映
（
任
意
）

に
よ
る
住
民
意
見

公
聴
会
の
開
催
等

（
縦
覧
期
間
中
）

意
見

書
の

提
出

告

示

・

縦

覧

法19条①

法19条 法20条

要旨　
法19条②

都

市

計

画

の

案

の

作

成

・

縦

覧

（

２

週

間

）

都

市

計

画

の

案

の

公

告

審

議

会

市

町

村

都
市

計
画

都
市
計
画
の
決
定

法17条①

都
道
府
県
知
事
と
の

の
聴
取
）

に
つ
い
て
の
都
市
計


